
軽 井 沢 町 通 訳 及 び 翻 訳 ボ ラ ン テ ィ ア 登 録 制 度 に 関 す る 要 綱  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、町 が 国 際 親 善 文 化 観 光 都 市 と し て 外 国 人

に や さ し い ま ち づ く り を 推 進 す る た め に 、 通 訳 及 び 翻 訳 ボ

ラ ン テ ィ ア （ 以 下 「 ボ ラ ン テ ィ ア 」 と い う 。） の 登 録 ・ 紹 介

を 行 い 、 外 国 人 住 民 及 び 外 国 人 訪 問 者 へ の 支 援 並 び に 日 本

人 住 民 と の 交 流 を 推 進 す る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 活 動 内 容 ）  

第 ２ 条  ボ ラ ン テ ィ ア の 活 動 内 容 は 、 次 の と お り と す る 。  

⑴  町 及 び 軽 井 沢 町 教 育 委 員 会 が 依 頼 す る 通 訳 、 翻 訳 及 び

翻 訳 文 の 校 正  

⑵  外 国 人 住 民 が 町 内 で 行 う 行 政 手 続 等 に お け る 通 訳  

⑶  外 国 人 住 民 が 町 内 の 医 療 機 関 で 受 診 す る 際 の 受 付 等 事

務 手 続 に お け る 通 訳 及 び 翻 訳  

⑷  外 国 人 訪 問 者 が 町 内 で 観 光 を す る 際 の 通 訳 ガ イ ド  

⑸  町 内 で 発 生 し た 災 害 時 に お け る 通 訳 、 翻 訳 及 び 翻 訳 文

の 校 正  

⑹  そ の 他 町 長 が 必 要 と 認 め る 通 訳 、 翻 訳 及 び 翻 訳 文 の 校  

 正  

（ 登 録 ）  

第 ３ 条  ボ ラ ン テ ィ ア の 登 録 を 希 望 す る 者 は 、 軽 井 沢 町 通 訳

及 び 翻 訳 ボ ラ ン テ ィ ア 登 録 申 込 書 （ 様 式 第 １ 号 ） を 町 長 へ

提 出 し 、 町 の 登 録 を 受 け て ボ ラ ン テ ィ ア の 活 動 を 行 う も の

と す る 。  

２  ボ ラ ン テ ィ ア の 登 録 の 要 件 は 、 次 の と お り と す る 。  

⑴   町 民 で 1 8 歳 以 上 の 者  

⑵   前 条 の 活 動 内 容 に お い て 、 日 本 語 と 外 国 語 と の 通 訳 又  

は 翻 訳 が で き る 言 語 能 力 の あ る 者  

⑶   国 際 交 流 に 係 る 事 業 に 協 力 す る 意 欲 の あ る 者  

（ ボ ラ ン テ ィ ア 保 険 の 加 入 ）  

第 ４ 条  町 は 、 ボ ラ ン テ ィ ア の 登 録 を 希 望 す る 者 を ボ ラ ン テ

ィ ア 活 動 保 険 に 加 入 さ せ る も の と す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 保 険 の 対 象 と な ら な い

事 象 に つ い て は 、 町 長 は そ の 責 任 を 負 わ な い も の と す る 。  

（ 登 録 内 容 の 変 更 ）  

第 ５ 条  第 ３ 条 第 １ 項 の ボ ラ ン テ ィ ア の 登 録 を 受 け た 者 （ 以

下「 ボ ラ ン テ ィ ア 登 録 者 」と い う 。）は 、登 録 事 項 に 変 更 が

生 じ た 場 合 は 、 軽 井 沢 町 通 訳 及 び 翻 訳 ボ ラ ン テ ィ ア 登 録 変

更 届（ 様 式 第 ２ 号 ）を 速 や か に 町 長 へ 提 出 す る も の と す る 。  



（ ボ ラ ン テ ィ ア の 紹 介 依 頼 ）  

第 ６ 条  ボ ラ ン テ ィ ア の 依 頼 を し よ う と す る 者 （ 以 下 「 依 頼

者 」と い う 。）は 、軽 井 沢 町 通 訳 及 び 翻 訳 ボ ラ ン テ ィ ア 紹 介

（ 変 更 ） 依 頼 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） を 、 ボ ラ ン テ ィ ア を 必 要 と

す る 日 か ら 起 算 し て 1 4 日 前 ま で に 町 長 へ 提 出 す る も の と

す る 。 た だ し 、 緊 急 を 要 す る も の と 町 長 が 認 め た 場 合 は 、

こ の 限 り で な い 。  

２  町 は 、前 項 の 依 頼 に お い て 、営 利 又 は 特 定 の 政 治・宗 教 活

動 及 び 司 法 関 係 を 目 的 と し た も の に つ い て は 受 け 付 け な い

も の と す る 。  

３  依 頼 者 は 、依 頼 の 内 容 に 変 更 が 生 じ た 場 合 は 、速 や か に 軽

井 沢 町 通 訳 及 び 翻 訳 ボ ラ ン テ ィ ア 紹 介 （ 変 更 ） 依 頼 書 （ 様

式 第 ３ 号 ） を 町 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

（ ボ ラ ン テ ィ ア 登 録 者 の 紹 介 ）  

第 ７ 条  町 は 、前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 依 頼 を 受 け た と き は 、

そ の 内 容 を 審 査 し 、 ボ ラ ン テ ィ ア 登 録 者 に 照 会 す る も の と

す る 。  

２  町 は 、ボ ラ ン テ ィ ア 登 録 者 の 同 意 を 得 て 、依 頼 者 に 当 該 ボ

ラ ン テ ィ ア 登 録 者 の 氏 名 及 び 電 話 番 号 等 を 連 絡 す る も の と

す る 。  

３  ボ ラ ン テ ィ ア 登 録 者 の 紹 介 を 受 け た 依 頼 者 は 、 具 体 的 な

依 頼 内 容 に つ い て 、 依 頼 者 の 責 任 に お い て 事 前 に ボ ラ ン テ

ィ ア 登 録 者 と 打 ち 合 わ せ を 行 う も の と す る 。  

４  ボ ラ ン テ ィ ア 登 録 者 は 、 依 頼 を 受 け た ボ ラ ン テ ィ ア が で

き な く な っ た 場 合 は 、 速 や か に 町 に 連 絡 し な け れ ば な ら な

い 。  

（ 費 用 負 担 ）  

第 ８ 条  ボ ラ ン テ ィ ア 登 録 者 は 、 原 則 と し て 無 報 酬 で ボ ラ ン

テ ィ ア を 行 う も の と す る 。  

２  ボ ラ ン テ ィ ア に 係 る ボ ラ ン テ ィ ア 登 録 者 の 自 宅 か ら 集 合

場 所 へ の 移 動 に 要 す る 費 用 は 、 ボ ラ ン テ ィ ア 登 録 者 の 負 担

と す る 。 た だ し 、 通 訳 ガ イ ド に 要 す る 交 通 費 、 資 料 ・ 材 料

費 、 施 設 入 場 料 等 の 費 用 は 、 依 頼 者 の 負 担 と す る 。  

（ 責 任 の 所 在 ）  

第 ９ 条  依 頼 者 の 希 望 す る 日 時 に ボ ラ ン テ ィ ア 登 録 者 の 紹 介

が で き な い 場 合 、 又 は 緊 急 若 し く は 不 測 の 事 態 に よ り ボ ラ

ン テ ィ ア 登 録 者 が 活 動 不 可 能 と な っ た 場 合 に お い て 、 町 長

は そ の 責 任 を 負 わ な い も の と す る 。  

２  依 頼 者 と ボ ラ ン テ ィ ア 登 録 者 間 に 生 じ た 問 題 に つ い て は 、

当 事 者 間 に お い て 解 決 に 当 た る も の と し 、 町 長 は そ の 責 任



を 負 わ な い も の と す る 。  

３  通 訳 、翻 訳 及 び 翻 訳 文 の 校 正 に よ り 生 じ た 、第 三 者 へ の 賠

償 に つ い て は 、 町 長 は そ の 責 任 を 負 わ な い も の と す る 。  

（ 実 績 報 告 ）  

第 1 0 条  ボ ラ ン テ ィ ア 登 録 者 は 、依 頼 を 受 け た ボ ラ ン テ ィ ア

を 終 了 し た と き は 、 軽 井 沢 町 通 訳 及 び 翻 訳 ボ ラ ン テ ィ ア 活

動 実 績 報 告 書（ 様 式 第 ４ 号 ）を 町 長 へ 提 出 す る も の と す る 。  

（ 守 秘 義 務 ）  

第 1 1 条  ボ ラ ン テ ィ ア 登 録 者 は 、ボ ラ ン テ ィ ア で 知 り 得 た 情

報 を 他 に 漏 ら し て は な ら な い 。  

（ 登 録 の 取 消 し ）  

第 1 2 条  ボ ラ ン テ ィ ア 登 録 者 が ボ ラ ン テ ィ ア の 登 録 を 取 り 消

そ う と す る と き は 、 町 長 に 軽 井 沢 町 通 訳 及 び 翻 訳 ボ ラ ン テ

ィ ア 登 録 取 消 届（ 様 式 第 ５ 号 ）を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  町 は 、 ボ ラ ン テ ィ ア 登 録 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当

す る 場 合 は 、登 録 の 取 消 し を 行 う こ と が で き る も の と す る 。 

⑴   ボ ラ ン テ ィ ア 登 録 者 よ り 前 項 に 規 定 す る 取 消 届 の 提

出 が あ っ た 場 合  

⑵   ボ ラ ン テ ィ ア 登 録 者 が 町 民 で な く な っ た 場 合  

⑶   ボ ラ ン テ ィ ア 登 録 者 と 町 と の 連 絡 が 不 能 に な っ た 場

合  

⑷   町 長 が ボ ラ ン テ ィ ア 登 録 者 を 不 適 格 と 認 め た 場 合  

（ 委 任 ）  

第 1 3 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、必 要 な 事 項 は 、町 長

が 別 に 定 め る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 2 4 年 1 0 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 令 和 ３ 年 ９ 月 3 0 日 告 示 第 2 6 号 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 告 示 は 、 令 和 ３ 年 1 0 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 告 示 に よ る 改 正 前 の そ れ ぞ れ の 告 示 に 定 め る 様 式（ こ

の 告 示 に よ り 改 正 さ れ る も の に 限 る 。） に よ る 用 紙 は 、 当 分

の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

附  則 （ 令 和 ４ 年 ３ 月 2 8 日 告 示 第 ９ 号 ）  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


